
めなt,1とすることは行き過ぎである.

またl要件のうち労使委貞会の決議につVては1労働者委員に対する

使用者からの支配介入の余地があるため,変更の合理性を担保する組織

としては間題がある.との籍掃がある.しかしlこれについては,決議の

1効カは合理性の推定にとどまるものであるしlさらにl労使賓員会につ

ヤーて準令で親定する委異の選出方駄意恩決定方法等が連守されている
場合に限っ.て推定が働く くただしl使用者からの不当な介入や誘導があ

った場合を除くoJとすることで対処できると考えられるo

このほか,.決議にこのような効果を与える場合には,労使委員会の全

会一致の決議が-必要との指摘もあるがl上記第1の5く31ウで論じたとお

り,労働者委員の過半数でも合意できれば,労働者の多くの意見を民主
的に集約したものと考えられるo

最後に,仮にこのような推定規定を定ゆた場合においてもl推定が働
かないときに壮上記第四銀行事件最高裁判泳等において示されてVlる要

素を考慮して就業規則の変更の合理性を判断することとなるが1これに

ついては,当該考慮要素を法律で明確に限定することは適当でないとの

意見があり,他方で蛙1裁判規範としてはr合三亀性Jだけで柱抽象的で

ありもう少し具体化が必要との意見もあったo

そこでlこの考慮要素については,指針等により労使当事者に周知す

ることが適当であるo

C3J就業規則の効力の発生に必要な要件

労働基準法に定める就葉規則の作成.変更の際の意見聴取及び届出の義務

や周知義務と就業規則の効力との関係については,上記く21アからりの就業

規則の琴力を区別してそれぞれ検討すべきであるところ-裁判例が混乱して
おり1整理すべきであるとの意見があった.

ア 就業規則の最低基準効の効力発生要件

裁業規則の最低基準効を認めるための要件については,就業規則が当謬

.事業場たおいて労働者との間におV-て効力を持つ客観的なル-ルであり得

るためには,少なくとも労働者がこれを知り得る状態にあることが必要で

あると考えられることから.実質的な周知が必要セあるとすることが適当

である-D

.ここでは労働者が就業規則の内容を実際に知り得ることが重要であり1

r実質的な周知Jは労働基準法に定める周知手続に限らずこれよりも広く

認められるo
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